
えんしん物産品付定期預金     
 

平成２０年４月１日現在 

１．商品名 

 

・自由金利型定期預金〈M型〉 

 （愛称）えんしん物産品付定期預金「海からの贈物」 

２．取扱期間 ・平成２０年４月１日～平成２０年６月３０日（募集総額に達した時点で、お取扱いを終了します。） 

３．募集総額 ・３０億円 

４．販売対象 ・個人の方 

５．期 間 ・２年（普通定期） 

６．預  入 

(1) 預入方法 

(2) 預入金額 

(3) 預入単位 

 

・一括預入 

・１口１００万円以上１,０００万円以内（複数口で１,０００万円を超えるお預入れも可能です。） 

・１円単位 

７．払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。 

８．制約事項 

 

 

 

・自動継続（元金継続、元利金継続）のお取扱いはいたしません。 

・お取扱いは、証書式のみといたします。（通帳式または総合口座の担保とするお取扱いはいたしません。） 

・現金または普通預金、貯蓄預金、決済用預金、通知預金、定期積金からの振替によりお預入れいただいた定期預 

金を対象といたします。（現在当金庫にお預け入れいただいている定期預金からの振替のお取扱いはいたしません。） 

９．利  息 

(1) 適用金利 

 

(2) 利払方法(頻度) 

 

 

 

(3) 計算方法 

 

・固定金利 

・預入時の店頭表示の利率（基準金利）を約定利率として満期日まで適用します。 

・中間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年毎の応当日）以後 

 および満期日以後に分割して支払います。 

  なお、中間利払日に支払う利息は預入日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率（約

 定利率×７０％、小数点第４位以下切捨）により計算します。 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算とします。 

10．税  金 ・利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がかかります。（マル優をご利用の場合を除きます。）

1１．手数料   － 

1２．付加できる特約 

  事項 

・遺族基礎年金を受給されている方や身体障害者手帳をお持ちの方などは、マル優のご利用が可能です。

◎詳しくは、当金庫窓口にお問い合わせください。 

1３．中途解約時の取扱い 

 

 

 

・満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率（小数点第４位以下切捨）およ 

び預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。  

 ① 預入期間が６か月未満の場合    ：解約日における普通預金利率 

 ② 預入期間が６か月以上１年未満の場合：約定利率×５０％ 

 ③ 預入期間が１年以上２年未満の場合 ：約定利率×７０％ 

1４．金利情報の入手方法 ・金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 

1 5．抽選日・抽選場所 
第１回目抽選日 第２回目抽選日 抽 選 場 所 

平成20年10月10日（金） 平成 21 年 10 月９日（金） 当金庫 5階大会議室 
 

1 6．物産品抽選権 

 

・預入金額１０万円あたり１本の物産品抽選権（抽選番号）をおつけします。 

・抽選番号は、１００００番から１９９９９番の１万本を１組（１ユニット）とします。 

 ※やむを得ず抽選日以前に解約した場合は、物産品抽選権（抽選番号）は失効いたします。 

1 7．物産品の内訳 

 

・1 ユニットあたりの物産品および当選本数は次のとおりです。 

 ① カ ニ 賞（５０本）：ズワイガニ 450ｇ前後 3杯 

 ② 魚 賞（５０本）：ホッケ２枚、ナメタカレイ２枚、口黒マス２枚、イカ２枚、シシャモ 10 本

 ③ ホタテ賞（５０本）：冷凍ホタテ貝柱 500ｇＭサイズ 2箱、片貝付ホタテＬサイズ 10 枚 

 ④ 鮭 賞（５０本）：新巻鮭約 3ｋｇ、塩いくら 200ｇ 

1 8．物産品の受け渡し方 

  法 

 

・当選されたお客様には、11 月下旬に物産品のお取扱い業者より、当選した物産品を直送いたします。

 なお、天候等により発送が遅れる場合があります。 

・物産品は、諸般の事情によりやむを得ず変更する場合があります。 

１９．個人情報のお取扱い 

 

・当選されたお客さまのご住所、お名前、電話番号は、物産品のお取扱い業者が物産品の発送にのみ利 

 用し、それ以外の目的には利用いたしません。 

２０．その他参考となる 

事項 

 

 

 

 

・満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。 

・預金保険制度の付保対象預金です。 

決済性預金を除く預金(普通預金・定期預金･定期積金･貯蓄預金･通知預金等)を合算して元本１,０００

万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金を含む)が保護対象となります。 

※決済性預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たすものです。 

◎詳しくは、当金庫窓口にお問い合わせください。 

 


